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   香川県歯と口腔の健康づくり推進条例 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、歯科疾患の予防等による口腔
くう

の健康の保持（以下「歯科口腔保健」

という。）が生活習慣病の予防並びに健やかで質の高い生活の維持及び向上に重要な

役割を果たしていることに鑑み、歯科口腔保健の推進に関する法律（平成23年法律第

95号。以下「法」という。）の趣旨を踏まえ、県民の歯科口腔保健の推進に関し、県

及び県民の責務並びに市町等の役割を明らかにするとともに、県の基本的施策等を定

めることにより、歯科口腔保健を総合的かつ計画的に推進し、もって８０２０健康長

寿社会（80歳で自らの歯を20本以上保つための歯科疾患の予防等の取組を通じて、心

身の健康及び長寿を保ちつつ豊かな生活を営むことのできる社会をいう。）の実現に

寄与することを目的とする。 

 

 （県の責務） 

第２条 県は、法第２条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、

歯科口腔保健の推進に関し、保健、医療、福祉、教育その他の関連施策の有機的な連

携を図りつつ、本県の実情に応じた施策を策定し、及び実施するものとする。 

 

 （県民の責務） 

第３条 県民は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健に関する知識及び理解を深めると

ともに、県、市町又は関係団体が行う歯科口腔保健の推進に関する取組に積極的に参

加すること並びに定期的に歯科医師又は歯科衛生士による歯科健診（歯科に係る健康

診査及び健康診断をいう。）及び歯科保健指導（以下「歯科健診等」という。）を受

けることにより、歯科口腔保健に取り組むよう努めるものとする。 

 

 （市町の役割） 

第４条 市町は、基本理念にのっとり、健康増進法（平成14年法律第1 03号）、母子保

健法（昭和40年法律第1 41号）その他の法令に基づく施策との調和を図りつつ、歯科

口腔保健の推進に関する施策を継続的かつ効果的に実施するよう努めるものとする。 

 

 （歯科医師等の役割） 

第５条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に携わ

る者は、基本理念にのっとり、歯科医療又は歯科保健指導を行うとともに、専門的な

知識を活用して、県、市町又は関係団体が行う歯科口腔保健の推進に関する取組に協

力するよう努めるものとする。 

 

 （保健、医療、福祉、教育等に携わる者の役割） 

第６条 保健、医療、福祉、教育等に携わる者は、基本理念にのっとり、相互の連携協
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力を図りながら歯科口腔保健の推進に努めるものとする。 

 

 （事業者及び医療保険者の役割） 

第７条 事業者は、基本理念にのっとり、従業員の歯科健診等の機会の確保その他の歯

科口腔保健の推進に関する取組を行うよう努めるものとする。 

２ 医療保険者（介護保険法（平成９年法律第1 23号）第７条第７項に規定する医療保

険者をいう。）は、基本理念にのっとり、被保険者の歯科健診等の機会の確保その他

の歯科口腔保健の推進に関する取組を行うよう努めるものとする。 

 

 （基本的施策の実施） 

第８条 県は、歯科口腔保健を推進するため、基本的施策として次に掲げる事項を実施

するものとする。 

 (１) 妊産婦及び乳幼児の保護者を対象とする歯科に係る相談、指導等の保健事業に関

すること。 

 (２) 幼児、児童及び生徒を対象とする虫歯及び歯肉炎の予防等の保健事業に関する

こと。 

 (３) 成年者を対象とする歯周病の予防等の保健事業に関すること。 

 (４) 高齢者を対象とする口腔の機能を維持するための取組等の保健事業に関するこ

と。 

 (５) 障害者、介護を必要とする者等の歯科口腔保健に関すること。 

 (６) 離島又はへき地に居住する者を対象とする歯科に係る保健医療の体制の確保に

関すること。 

 (７) 歯科口腔保健の推進に資する情報の収集及び提供並びに歯科口腔保健に携わる

者の連携体制の構築に関すること。 

 (８) 歯科口腔保健に携わる人材の確保及びその資質の向上に関すること。 

 (９) 食育及び喫煙対策の推進並びに糖尿病その他の生活習慣病の予防等のための歯

科口腔保健に関すること。 

 (10) フッ化物の応用等科学的知見に基づく歯科口腔保健に関すること。 

 (11) 前各号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進に関すること。 

 

 （市町との連携等） 

第９条 県は、歯科口腔保健の推進に関する施策の実施に当たっては、住民に身近な保

健サービスを行っている市町及び関係団体との連携協力及び調整に努めるものとする。 

２ 県は、市町が歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、及び実施しようとすると

き又は関係団体が歯科口腔保健の推進に関する取組を行おうとするときは、その求め

に応じ、歯科口腔保健に関し、情報の提供又は専門的若しくは技術的な見地からの助

言を行うものとする。 
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 （歯科口腔保健の推進に関する計画） 

第10条 県は、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために、

法第13条に規定する基本的事項として、歯科口腔保健の推進に関する計画（以下「計

画」という。）を定めるものとする。 

２ 計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。 

 (１) 基本方針 

 (２) 目標 

 (３) 第８条に規定する基本的施策 

 (４) 前３号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計

画的に実施するために必要な事項 

３ 県は、計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 

 

 （いい歯の日等） 

第11条 県は、歯科口腔保健の推進について県民の関心と理解を深め、県民が積極的に

歯科疾患を予防する意識を高めるため、いい歯の日及び歯と口腔の健康づくり週間を

設ける。 

２ いい歯の日は11月８日とし、歯と口腔の健康づくり週間は同日から同月14日までの

期間とする。 

３ 県は、市町及び関係団体と連携し、80歳で自らの歯を20本以上保つための歯科疾患

の予防等の取組のほか、いい歯の日及び歯と口腔の健康づくり週間の趣旨に沿った取

組を行うよう努めるものとする。 

 

 （歯科口腔保健に関する実態調査） 

第12条 県は、歯科口腔保健を推進するため、おおむね５年ごとに、歯科口腔保健の実

態に関する調査を行うものとする。 

 

 （財政上の措置） 

第13条 県は、歯科口腔保健の推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置

を講ずるものとする。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


